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暑中お見舞い申し上げます 
 

福井県国民健康保険団体連合会   福井県国民健康保険診療報酬審査委員会 

理 事 長   南   英 治   会 長  青 山  隆 彦 

副理事長  渕 上  隆 信   副会長  三 井   毅 

  〃   河 合  永 充    〃   小 原  浩 之 

職 員 一 同   審 査 委 員 一 同 

 

 

                 福井県国民健康保険柔道整復師および 

                 しん灸マッサージ師施術療養費等審査会 

                 会 長  青 山  隆 彦 

                 副会長  髙 城   護 

                 審 査 委 員 一 同 

     

 

 

 

 

 

 

◆新型コロナウイルス感染症にかかるレセプト等の提出方法について◆ 

 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、診療報酬請求書等を当連合会に持参にてご提

出されている保険医療機関等におかれましては、郵送または宅配による提出をお願いいたしま

す。 

 

国 保 連 

審査情報 
第 139号            発行日 令和 3年 7月 12日 

日 

こくほ お知らせコーナー 

 

 



- 2 - 

 

◆被保険者証等に記載された「枝番」の取扱いについて(令和 3年 10月請求分～)◆ 

  

オンライン資格確認稼働に伴い、保険証に枝番が付与されます。当連合会では紙レセ

プト受付時（返戻再請求等）に枝番のデータ化を行うため、枝番の記載にはご注意くだ

さい。（枝番の記載誤りにより、返戻となることがあります。（下記【事例】参照）※柔

整・あはき療養費申請書には枝番は不要です。詳しくは支払通知に同封の通知をご参照

ください。 

 

（記載例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記号・番号に続けて、 

（枝番）●●  と記載する。 

井福 123-456-78 (枝番) 01 
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◆第三者行為該当レセプトの特記事項欄等の記載について◆ 

第三者行為（交通事故・けんか・スポーツ事故・食中毒・飼い犬にかまれた等）に起

因する傷病に対して保険診療を行った場合、当該レセプトの特記事項欄に「10 第三」

を記載いただく必要があります。 

第三者行為に起因した保険給付分については、被害者（被保険者）に代わって保険者

が損害賠償請求権を行使し、加害者に対して請求することが法令で定められており、特

記事項欄の記載は、当該事務を行う上で重要な役割を果たしておりますので、必ず特記

事項欄を記載して下さい。 

また、第三者行為該当レセプトに私病分の診療が混在する場合は、当該点数をコメン

ト等により記載下さるようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 診療報酬明細書 福祉医療費 

令和 3年 6月診療分 令和 3年 7月 10日（土） 令和 3年 7月 13日（火） 

令和 3年 7月診療分 令和 3年 8月 10日（火） 令和 3年 8月 13日（金） 

令和 3年 8月診療分 令和 3年 9月 10日（金） 令和 3年 9月 13日（月） 

※毎月 10日はレセプト受付締切日として、土日・祝日にかかわらず午前 9:00～午後 5:00まで

窓口にて受付けしています。 

※診療報酬明細書と福祉医療費明細書は受付締切日が異なります。 

診療報酬明細書の受付締切日は毎月 10日必着ですので、期限を厳守してください。 

※診療報酬明細書等を郵便や宅急便で当連合会に送付される場合は、必ず「診療報酬請求書等受

領書兼送付状」を添付してください。 

10 第三 

交通事故等による治療の場合

は、必ず特記事項に「10 第三」

の記載が必要です。 

私病分点数：1,500 点 

50,000 

私病が混在する場合は当該点数

を記載して下さい。 
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